
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症にかかる出席停止の取扱について 

（濃厚接触者等の対応変更） 

児 童 が 

保健所が指定する期間
自宅待機。 
 

（通常は、発症日から 

１０日経過し、かつ、症

状が軽快後７２時間経

過した場合） 

 

無症状の場合には、検体

採取日から７日間経過

するまで自宅待機 

出 席 停 止 の 期 間 

最後に濃厚接触をした

日から起算して７日間

自宅待機。 
 

ＰＣＲ検査の結果、「陽

性」の場合は①と同様 

 

「陰性」の場合であって

も、7日間は自宅待機。 

検査を受けることが決

まった日から、結果が判

明するまで、自宅待機。 

 

ＰＣＲ検査の結果、「陽

性」の場合は①と同様 

 

「陰性」の場合には、Ｐ

ＣＲ検査の結果が判明

するまで自宅待機。 

治癒するまで 

 

※かかりつけ医等が登

校すべきでないと判

断した期間、自宅待

機。 

③濃厚接触者と特定され
なかった場合 

 出 席 停 止 の 措 置 

①感染が判明した場合 ②濃厚接触者と特定され
た場合 

ＰＣＲ検査を受ける場合 ④発熱等の風邪の症状があ
る場合 

※ 上記に該当しない場合やご質問がある場合には、学校へご連絡ください 

町田市立山崎小学校 

校 長 小澤 智幸 

2022 年２月３日 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記に該当しない場合やご質問がある場合には、学校へご連絡ください 

 

同居の家族が 

濃厚接触者の特定
がされるまで、自
宅待機。 
 
児童が濃厚接触者
に特定された場合
は、【児童フローチ
ャート②】と同様。 

出 席 停 止 の 期 間 

同居の家族のＰ

ＣＲ検査の結果

が「陽性」の場合

は、(１)と同様。 

 

同居の家族のＰ

ＣＲ検査の結果

が「陰性」の場合

は、判明するまで

自宅待機。 

同居の家族がＰ

ＣＲ検査を受け

ることが決まっ

た日から、検査の

結果が判明する

まで、自宅待機。 

 

「陽性」の場合

は、(１)と同様。 

治癒するまで 

 

 

 出 席 停 止 の 措 置 

(１)感染が判明し
た場合 

(３)ＰＣＲ検査を
受ける場合 

(４)発熱等の風邪の
症状がある場合 

濃厚接触者と判

定された同居の

家族に、発熱・

咳・鼻水・頭痛・

喉が痛い・だる

い・吐き気等の風

邪の症状がない

場合には、出席停

止の措置なし。 

発熱等の風邪症状
がある場合 

発熱等の風邪症状
がない場合 

(2)濃厚接触者と
特定された場合 

 出 席 停 止 の 措 置 

新型コロナウイルス感染症にかかる出席停止の取扱について 

（濃厚接触者等の対応変更） 町田市立山崎小学校 

校 長 小澤 智幸 

2022 年２月３日 


